
地方分権改革の推進を求める意見書

地方分権改革推進委員会は、行政の効率化や二重行政の問題を解消する観

点から、国の出先機関の見直しに関する中間報告をとりまとめ、各府省に仕

分けについての見解を求めたところ、各府省はそのほとんどを引き続き国の

出先機関で処理せざるを得ないと回答した。

しかしながら、地方整備局での道路財源の無駄遣いや地方農政局における

事故米等のずさんな管理など、その存在意義が国民の理解を得られないもの

となっている。

そのような中、先日第２次勧告がなされ、「地方振興局」「地方工務局」

を創設するとともに、地方整備局など９機関を廃止し、出先機関の職員約３

万５千人の削減を目指すとされたところであるが、出先機関の事務・権限を

大幅に縮小し、地方に権限を移譲することがなされない限り、地方分権改革

は進まない。

よって、国においては、強力な政治的リーダーシップにより、国の出先機

関の廃止等を始め、財源等と一体的な大幅な権限移譲を行う地方分権改革を

着実に推進するよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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